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障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を

求める意見書を内閣総理大臣等に提出することを求める請

願 

 

【請願趣旨】 

 障害者の権利保障・人権保障の課題は，「国際障害者年」

「国連・障害者の 10年」などの国際的な動きが高まり，2006

年 12 月には国連において，「障害者権利条約」が採択され

た。日本も障害者基本法の改正，障害者総合支援法の成立な

ど，国内法の整備を行い，2014 年１月「障害者の権利に関す

る条約」を批准した。条約には，第 19条（ａ）「障害者が，

他の者との平等を基礎として，居住地を選択し，及びどこで

誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の

生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されている

とともに，第 28 条では，「障害者が，自己及びその家族の

相当な生活水準（相当な食糧，衣類及び住居を含む。）につ

いての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を

有することを認める」ものとされている。 

  しかしながら，「暮らしの場」はいまだ障害児者とその家

族が安心して生活できるものにはなっていない。そのこと

は，障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会が 2014 年度

に行った「障害者の介護者の健康に関する実態調査」で多く

の障害児者と家族は，社会からの孤立と家族依存，老障介護

等の現実の中での生活が続いている実態が明らかになり，生

きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に求めて

いる。 

  ついては，障害児者と家族が地域で安心して暮らすことが

できるように社会資源の充実を図るために，下記請願事項の

実現をお願いする。 
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【請願事項】 

 以下の３項目について，地方自治法第 99 条の規定による

意見書を提出すること。 

１ 障害児者が「暮らしの場」を選択できるよう，グループ 

ホームや入所施設・通所施設などの社会 資源を拡充し， 

福祉人材を確保すること。 

２ 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備 

すること。 

３ 前２項を実現するために，障害者関係予算を大幅に増額 

し，施設の重要な担い手になっている地方公共団体を財政 

的に支援すること。 

＜提出先＞ 
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